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(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等
により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並び
に看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの
者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を
行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行
う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上
及び福祉の増進を図ることを目的とする。

これがないと始まらない ～介護保険法～



今回の説明の出典
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たくさんあるサービスをアセスメン
トに基づいて、本人のプランとして
組み合わせます

★介護度によって利用や、料金が
違います！
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利用するには…ケアプラン！



利用するには要件の確認が必要。
例えば訪問介護

• 身体に触れて介助する身体介護と家事等の身体に触れない援助の生
活介護を組み合わせるため、何を行うか事前に決めないといけない。

• 基本的には見守りだけのサービスの利用は難しい。

• 基本的に生活を楽しむ外出、散歩や外食のような外出はできない

• 基本的に時間に制約があり、1回1時間程度の利用で考える



パンフレットもあり
ます



最後に

介護保険は制度の内容も細かく、さらに変更も多いためケアマネも苦慮
しています。利用にあたり制約もありますので、ぜひ地域包括支援センター
や私たち居宅支援事業所のケアマネに声をかけていただければと思いま
す。


